
  

　　　前年同月比　実質※10.2%の増加　名目※33.4%の増加

　　　全国の消費支出（二人以上の世帯）は、１世帯当たり314,242円

　　　前年同月比　実質※12.9%の増加　名目※36.3%の増加

　　　前年同月比　実質※118.0%の増加

　　　　　　　　　実質※218.6%の増加

　　　　　　　　　名目※321.８%の増加

　　　全国の勤労者世帯の実収入（二人以上の世帯）は、１世帯当たり519,304円

　　　前年同月比　実質※12.2%の減少

　　　　　　　　　実質※21.8%の減少

　　　　　　　　　名目※31.0%の増加

              ※1：物価の変動を取り除いた数値　実質化には消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）を用いた。

              ※2：物価の変動を取り除いた数値　実質化には消費者物価指数（総合）を用いた。

              ※3：物価水準の影響を考慮していない数値

勤労者世帯 勤労者世帯

集計世帯数 87 44 7,239 3,887

世帯人員(人) 2.66 3.08 2.87 3.18

有業人員(人) 1.29 1.96 1.35 1.83

世帯主の年齢(歳) 64.1 51.4 61.0 51.3

受取 － 1,133,144 － 1,294,572

実収入 － 525,980 － 519,304

経常収入 － 522,521 － 512,496

勤め先収入 － 481,199 － 500,511

世帯主収入 － 346,224 － 389,035

うち男 － 338,723 － 364,737

定期収入 － 341,258 － 378,501

臨時収入・賞与 － 4,966 － 10,534

臨時収入 － 2,585 － 4,114

賞与 － 2,381 － 6,420

世帯主の配偶者の収入 － 133,765 － 98,026

うち女 － 133,765 － 94,895

他の世帯員収入 － 1,211 － 13,450

事業・内職収入 － 13,798 － 4,836

家賃収入 － 0 － 1,592

他の事業収入 － 8,975 － 2,431

内職収入 － 4,823 － 813

他の経常収入 － 27,524 － 7,149

財産収入 － 6 － 921

社会保障給付 － 27,268 － 5,616

公的年金給付 － 0 － 0

他の社会保障給付 － 27,268 － 5,616

仕送り金 － 251 － 612

　2025年(令和７年)11月分　家計調査結果（二人以上の世帯）（松江市）　

　　　　　〇消費支出(二人以上の世帯）は、   １世帯当たり 297,022円

　　　　〇勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯）は、   １世帯当たり 525,980円

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

消費支出（１世帯当たり）

実収入（１世帯当たり）



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

特別収入 － 3,458 － 6,808

受贈金 － 1,816 － 1,693

他の特別収入 － 1,642 － 5,115

実収入以外の受取(繰入金を除く) － 394,708 － 486,384

預貯金引出 － 277,939 － 323,424

保険金 － 8,582 － 10,068

個人・企業年金保険金 － 8,582 － 3,160

他の保険金 － 0 － 6,908

有価証券売却 － 0 － 60

土地家屋借入金 － 0 － 1,672

他の借入金 － 11,273 － 657

クレジット購入借入金 － 92,514 － 149,947

財産売却 － 0 － 0

実収入以外の受取のその他 － 4,399 － 556

繰入金 － 212,456 － 288,884

支払 － 1,133,144 － 1,294,572

実支出 － 421,560 － 444,150

消費支出 297,022 329,443 314,242 350,349

1 食料 86,692 86,730 90,933 95,327

2 住居 23,214 22,554 20,715 22,803

3 光熱・水道 22,500 21,006 20,661 20,300

4 家具・家事用品 8,667 8,680 13,666 13,984

5 被服及び履物 7,221 9,769 11,744 14,354

6 保健医療 15,473 17,675 16,537 15,891

7 交通・通信 40,688 38,680 50,178 64,353

8 教育 17,378 34,684 9,705 14,913

9 教養娯楽 27,493 30,868 30,917 34,899

10 その他の消費支出 47,695 58,799 49,186 53,525

(再掲) 教育関係費 26,020 51,480 13,968 21,066

(再掲) 教養娯楽関係費 31,558 36,919 35,073 39,949

(再掲) 移転支出(贈与金＋仕送り金) 15,683 20,162 8,757 9,207

(再掲) 経常消費支出 216,015 224,805 223,060 241,076

(再掲) 情報通信関係費 13,499 15,131 14,052 15,451

(再掲) 消費支出(除く住居等) 258,125 286,728 270,941 298,130



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

非消費支出 － 92,116 － 93,801

直接税 － 35,780 － 36,350

勤労所得税 － 12,689 － 15,284

個人住民税 － 22,652 － 19,676

他の税 － 439 － 1,389

社会保険料 － 56,336 － 57,407

公的年金保険料 － 33,445 － 33,977

健康保険料 － 19,595 － 19,161

介護保険料 － 1,879 － 2,360

他の社会保険料 － 1,417 － 1,909

他の非消費支出 － 0 － 44

実支出以外の支払(繰越金を除く) － 549,225 － 581,238

預貯金 － 416,746 － 414,299

保険料 － 19,684 － 17,563

個人・企業年金保険料 － 3,759 － 3,526

他の保険料 － 15,924 － 14,037

有価証券購入 － 1,491 － 5,216

土地家屋借金返済 － 34,503 － 34,661

他の借金返済 － 4,880 － 1,869

クレジット購入借入金返済 － 71,872 － 99,473

財産購入 － 0 － 7,578

実支出以外の支払のその他 － 51 － 578

繰越金 － 162,359 － 269,184

可処分所得 － 433,863 － 425,503

黒字 － 104,420 － 75,154

金融資産純増 － 151,399 － 103,525

貯蓄純増 － 149,908 － 98,369

預貯金純増 － 138,806 － 90,875

保険純増 － 11,102 － 7,495

個人・企業年金保険純増 － -4,822 － 366

他の保険純増 － 15,924 － 7,129

有価証券純購入 － 1,491 － 5,156

土地家屋借金純減 － 34,503 － 32,989

他の借金純減 － -6,394 － 1,213

クレジット購入借入金純減 － -20,643 － -50,473

財産純増 － 0 － 7,578

その他の純増 － -4,348 － 22

繰越純増 － -50,097 － -19,700



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

－ 75.9 － 82.3

黒字率(％) － 24.1 － 17.7

金融資産純増率(％) － 34.9 － 24.3

貯蓄純増(平均貯蓄率)(％) － 34.6 － 23.1

預貯金純増(％) － 32.0 － 21.4

保険純増(％) － 2.6 － 1.8

個人・企業年金保険純増(％) － -1.1 － 0.1

他の保険純増(％) － 3.7 － 1.7

有価証券純購入(％) － 0.3 － 1.2

土地家屋借金純減(％) － 8.0 － 7.8

他の借金純減(％) － -1.5 － 0.3

クレジット購入借入金純減(％) － -4.8 － -11.9

財産純増(％) － 0.0 － 1.8

エンゲル係数(％) 29.2 26.3 28.9 27.2

注１ 統計表中の「-」は該当数字がないものである。 
　２ 二人以上の世帯には、「勤労者世帯」のほか、世帯主が無職の世帯と、自営業者などの

世帯を含み、自営業者などの世帯の収入は調査していないため、二人以上の世帯の収入
にかかる項目は「-」となる。

　３ 可処分所得とは、実収入から非消費支出を差し引いたものである。
　４ 黒字とは、可処分所得から消費支出を差し引いたものである。
　５ 平均消費性向とは、可処分所得に対する消費支出の割合である。
　６ エンゲル係数とは、消費支出に占める食料費の割合である。

(再掲) 可処分所得に対する割合
  平均消費性向(％)


